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特別経営強化指導計画
（金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第16条第2項）

（ダイジェスト版）

２０２６年１月

（実施期間：２０２５年４月から２０３０年３月）
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１．特別経営強化指導計画の策定にあたって
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信金中央金庫（以下「信金中金」という。）は、2012年2月、東日本大震災により被災した宮古信用金庫が地域の復旧・

復興に貢献し、地域金融の担い手としての役割を積極的に果たしていくため、金融機能強化法の特例措置を活用した資本

増強を行うことにより、当信用金庫の財務基盤を強化いたしました。

震災から14年が経過しましたが、この間、当信用金庫の主な事業区域である岩手県宮古市、山田町および釜石市では、

災害公営住宅等の建設は完了し、2019年3月の三陸鉄道全線開通や2021年3月の宮古盛岡横断道路の全線開通および2021年

12月の三陸沿岸道路の全線開通等、インフラの整備は大きく進んでおり、復興へ向けた物流や人的交流の促進が期待され

るなど、地域の復興に向けた着実な歩みが見受けられます。

しかしながら、中小企業を取り巻く経営環境は、依然厳しい状態が続いており、取引先の経営改善、事業再生、事業

承継および創業・成長分野等の新たな事業展開に向けた支援等、当信用金庫が果たすべき役割は益々重要なものとなって

おります。

このため、当信用金庫は、今般、特別経営強化計画を策定し、引き続き、金融機能の維持・強化および地域の復興・創

生ならびに地域経済の活性化に向けて、特別経営強化計画に掲げた各種施策に取り組んでいくこととしております。

信金中金は、特別経営強化計画に対応する特別経営強化指導計画を策定し、モニタリング等を通じて当信用金庫が特別

経営強化計画に掲げた各種施策の実施状況および課題を把握し、適時・適切に指導・助言を行うことにより、地域の

復興・創生に向けた当信用金庫の取組みを継続的かつ全面的に支援してまいります。
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２．経営指導方針および指導体制の整備
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■ 経営指導方針

信金中金は金融機能強化法を活用するにあたり、定期的に、または随時行うモニタリング等を通じた管理およ
び指導・助言等、特別経営強化指導計画に掲げた施策を適時・適切に実施することにより、当信用金庫の特別経
営強化計画の着実な履行を支援するとともに、地域の復興・創生に向けた当信用金庫の取組みを継続的かつ全面
的に支援してまいります。

■ 指導体制の整備

信金中金は、所管部署である信用金庫部に管

理・指導等に係る担当者を配置するとともに、当

信用金庫との連携を強化するため、信金中金職員

を出向派遣する等、指導体制を整備しております。

今後も引き続き、信用金庫業界のネットワーク

の活用や外部機関との連携を図るとともに、各分

野の専門的なノウハウを有する本部各部および東

北支店が一体となって、当信用金庫の特別経営強

化計画の実施に向けた支援に取り組んでまいりま

す。

【管理および指導・助言に係る体制】
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３．当信用金庫の施策に対する指導・助言
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信金中金は、当信用金庫が特別経営強化計画に掲げた以下の施策の円滑かつ確実な実施に向けて、モニタリングを
通じ実施状況および課題を把握し、適時・適切に指導・助言を行ってまいります。

■ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策

➣中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策

➣中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制

➣担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の

条件または方法の充実のための方策

■ 被災者への信用供与の状況および被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策

■ その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策

➣相談機能の強化等に関する方策

➣復興支援関連商品等の提供・推進に関する方策への指導

➣地方創生に向けた支援に関する方策への指導

➣その他の施策に関する方策

➣創業または新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

➣経営に関する相談その他の取引先に対する支援に係る機能の強化のための方策

➣早期の事業再生に資する方策

➣事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
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４．経営指導のための施策
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■ 特別経営強化計画の履行を確保するための支援

➣信金中金職員の出向派遣による連携強化

➣中小企業のライフステージに応じた経営支援等の取組支援

➣各種研修等への講師派遣、各種情報の提供および信用金庫役職員向け実務研修プログラムを通じた人材育成支援

➣ビジネスフェア・個別商談会の開催等の支援を通じた取引先の販路拡大に向けた取組支援

➣リスク管理体制強化の支援

➣地方創生に向けた取組支援 等

■ モニタリング

オフサイト・モニタリング
➣各種リスク管理状況に関するモニタリング

➣経営状況に関するモニタリング

オンサイト・モニタリング
➣特別経営強化計画の履行状況報告等に基づき、定期的に、または随時行うヒアリング

➣貸出金実地調査による債務者の実態把握、事業再生等の取組状況の確認 等

■ 特別経営強化計画の履行状況の管理

定期的な報告等による各種施策の実施状況および課題の把握ならびに特別経営強化計画 の円滑かつ

確実な実施に向けた指導・助言

➣特別経営強化計画の履行状況報告（3月末、9月末基準）
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５．信金中央金庫が保有する信託受益権の額およびその内容
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【信金中金が保有する額】

信託受益権 15億円

【算定根拠】

当信用金庫が東日本大震災からの復興・創生需

要に十分応えうる強固な財務基盤の構築を図るた

め、信金中金は100億円の優先出資を引き受け、

信託受益権化したうえで、財源面の支援を受ける

ために預金保険機構に対し85億円の信託受益権

の買取りを求め、残額の15億円の信託受益権を

信金中金が保有するものです。

信金中金が保有する額の算定にあたっては、「金

融機能の強化のための特別措置に関する法律に関

する留意事項について（金融機能強化法ガイドラ

イン）」に基づき、信託受益権の額のうち50億

円以下の金額に10分の2を乗じて計算した金額と

当該額のうち50億円を超える金額に10分の1を乗

じて計算した金額との合計額としております。

【信金中金が保有する信託受益権の額および内容】



Copyright © 2026 Shinkin Central Bank. All Rights Reserved.

（参考）金融機能強化法を活用した資本参加スキーム
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信金中央金庫

B号
信託受益権

15億円

A号
信託受益権

85億円

宮古信用金庫

国

A号信託受益権（買取り）

信託受益権

優先出資を信託
（信託受益権化）

優先出資の引受け
100億円

信金中央金庫
(※)2017年7月31日をもって
(株)しんきん信託銀行

より受託者交代

資本支援


